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ご
み
収
集
場
所
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
週
間

春
の
環
境
美
化
月
間

まちの鳥

５
月
・
６
月
は「
群
馬
県
春
の
環

境
美
化
月
間
」で
す
。町
で
は
、環

境
美
化
推
進
協
議
会
と
各
自
治
会

の
協
力
を
得
て
、6
月
21
日
㊊
〜

25
日
㊎
の
期
間
、ご
み
の
出
し
方

な
ど
の
一
斉
指
導
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
期
間
、各
ご
み
収
集
場
所

で
、腕
章
を
付
け
た
役
員
が
現
地

指
導
を
し
ま
す
。ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

町
指
定
ご
み
袋
で
出
さ
れ
て
い

な
い
も
の
や
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て

い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、注
意

シ
ー
ル
を
貼
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
協
働
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
５（
直
通
）

安
全
な
通
行
の
た
め
に

道
路
や
歩
道
に
張
り
出
し
た
枝

や
倒
木
は
、通
行
す
る
人
や
車
の

妨
げ
と
な
り
、大
変
危
険
で
す
。

　

災
害
時
の
安
全
確
保
の
た
め
に

も
、樹
木
管
理
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。特
に
、通
学
路
で
は
、管
理
の

徹
底
を
お
願
い
し
ま
す
。

土
地
を
所
有
し
て
い
る
人
へ

　

所
有
す
る
土
地
な
ど
が
次
の
よ

う
な
状
態
の
よ
う
な
場
合
は
、樹
木

の
伐
採
や
枝
払
い
が
必
要
で
す
。

●
道
路
や
歩
道
に
枝
が
張
り
だ
し

て
い
る

●
枯
れ
木
や
折
れ
枝
が
通
行
の
邪

魔
を
し
て
い
る

●
竹
木
の
繁
茂
が
通
行
の
邪
魔
を

し
て
い
る

　

私
有
地
か
ら
張
り
出
し
た
枝
は
、

土
地
所
有
者
に
所
有
権
が
あ
る
た

め
、町
で
は
伐
採
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、倒
木
な
ど
が
原
因
で
通

行
者
や
車
に
事
故
が
発
生
し
た
場

合
、樹
木
が
植
生
す
る
土
地
の
所

有
者
が
責
任
を
問
わ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

民
法
第
７
１
７
条　

土
地
の
工
作

物
等
の
占
有
者
及
び
所
有
者
の
責
任

道
路
法
第
４
３
条　

道
路
に
関
す

る
禁
止
行
為

樹
木
の
伐
採
・
所
有
地
管
理
の
お
願
い

▼
伐
採
時
の
注
意
事
項

①
歩
行
者
や
自
転
車
、自
動
車
の

安
全
を
十
分
確
保
し
、ま
た
、転
落

事
故
な
ど
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に

十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

②
電
線
や
電
話
線
が
あ
る
場
所
で

作
業
す
る
場
合
は
、管
理
者
の
立

会
い
の
も
と
、行
っ
て
く
だ
さ
い
。

事
前
に
電
力
会
社
や
電
話
会
社
に

ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
電
力
会
社
等
連
絡
先

東
京
電
力
群
馬
カ
ス
タ
マ
ー
セ
ン

タ
ー

☎
０
１
２
０
・
９
９
５
・
２
２
２

ま
た
は

☎
０
２
７
・
８
９
８
・
３
４
０
６

受
付
時
間
は
、㊐
・
㊗
を
除
い
た
午

前
９
〜
午
後
７
時
。

※
㊏
は
午
後
６
時
ま
で

Ｎ
Ｔ
Ｔ（
24
時
間
年
中
無
休
）

☎
１
１
３（
局
番
な
し
）

☎
０
１
２
０
・
４
４
４
・
１
１
３

▼
土
地
・
道
路
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
先

建
設
課
用
地
管
理
室

☎
26
・
２
２
７
９（
直
通
）

まちの木

　役場庁舎内などでは飛沫による新型コロナウイルス感染
症防止対策として、カウンターのフィルム設置や職員のマス
ク着用を徹底しています。聴覚障害や難聴のある人にとって
は、口の動きがわからないために、円滑なコミュニケーション
の妨げとなる場合があります。
　このような状況下でも、窓口で円滑なご案内ができるよう、
音声発話を文字に変換するタブレット端末を導入しました。必
要な場合は遠慮なくお伝えください。

・役場庁舎（安全安心室、住民
保険室、介護高齢室、福祉室、
税務室）
・保健センター
・図書館
・社会福祉協議会

問い合わせ先

タブレット端末設置場所

窓口対応円滑化支援システムを導入

介護福祉課 福祉室　☎26-2246（直通）　　　54-8681

い。

FAX

（音声の文字変換システム）
ひまつ



９ 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

家
庭
用
浄
化
槽
設
置
補
助
金
の
交
付

工
事
開
始
前
に
業
者
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

まちの鳥

　

町
で
は
、家
庭
用
浄
化
槽（
合
併

処
理
浄
化
槽
）を
設
置
す
る
人
に
、

浄
化
槽
設
置
補
助
金
を
交
付
し
て

い
ま
す
。単
独
処
理
浄
化
槽
や
く

み
取
り
槽
を
合
併
処
理
浄
化
槽
へ

切
り
替
え
る
場
合
、町
の
補
助
金

に
加
え
て
、県
の
浄
化
槽
エ
コ
補

助
金
も
受
け
ら
れ
ま
す
。令
和
３

年
度
分
の
補
助
金
の
申
請
期
限

は
、い
ず
れ
も
12
月
27
日
㊊
で
す
。

　

通
常
、工
事
業
者
が
申
請
書
類

な
ど
を
揃
え
て
町
へ
提
出
し
ま

す
。必
ず
工
事
を
始
め
る
前
に
工

事
業
者
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
区
域　

公
共
下
水
道
区
域

お
よ
び
農
業
集
落
排
水
区
域
を
除

く
全
域
。（
た
だ
し
、農
業
集
落
排

水
区
域
で
は
、新
規
の
つ
な
ぎ
込

み
が
で
き
な
い
区
域
は
対
象
と
な

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

▼
補
助
金
額　

５
人
槽
＝
17
万
４

千
円
、７
人
槽
＝
22
万
５
千
円
、10

人
槽
＝
29
万
８
千
円

※
浄
化
槽
エ
コ
補
助
金
を
受
け
る

場
合
は
、右
記
に
加
え
て
10
万
円

▼
問
い
合
わ
せ
先　

上
下
水
道
課 

下
水
道
室

☎
26
・
２
２
８
４（
直
通
）

メ
ー
タ
器
周
辺
を
綺
麗
に

　

水
道
メ
ー
タ
は
水
道
料
金
を
算

出
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、漏
水

の
発
見
に
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。

毎
月
14
日
か
ら
１
週
間
程
度（
㊏
・

㊐
を
含
む
）が
水
道
メ
ー
タ
の
検

針
期
間
で
す
。

※
検
針
期
間
は
天
候
な
ど
に
よ
り

ず
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

下
記
の
よ
う
な
検
針
し
や
す
い

状
態
の
維
持
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

水
道
検
針
業
務
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

●
周
辺
の
草
や
木
を
除
去
す
る
。

※
夏
場
は
草
が
繁
茂
し
、検
針
の

妨
げ
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
メ
ー
タ
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
自
動

車
や
物
を
置
か
な
い
。

●
出
入
り
口
や
メ
ー
タ
ボ
ッ
ク
ス

付
近
に
犬
を
つ
な
が
な
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課 

上
水
道
室

☎
54
・
１
１
１
８（
直
通
）

まちの花

今月の納税今月の納税

コンビニエンスストア、スマホ決済アプリでも
納付できます。

また、便利で確実な口座振替も
ご利用ください。

納期限 ６月30日㊌

町県民税普通徴収……1期

保
守
点
検
・
清
掃
・
法
定
検
査
な
ど

　

浄
化
槽
の
維
持
管
理
は
、保
守

点
検
・
清
掃
・
法
定
検
査
に
分
か

れ
、浄
化
槽
法
で
そ
れ
ぞ
れ
定
期

的
に
実
施
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

保
守
点
検　

機
械
の
点
検
・
補
修

や
消
毒
剤
の
補
給
な
ど
で
す
。家

庭
用
の
小
型
浄
化
槽
で
は
４
カ
月

に
１
回
以
上
の
実
施
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。知
事
の
登
録
を

受
け
た
登
録
業
者
に
委
託
し
て
く

だ
さ
い
。

清
掃　

浄
化
槽
内
に
た
ま
っ
た
汚

泥
な
ど
を
抜
き
と
る
作
業
で
す
。

こ
れ
ら
が
た
ま
り
す
ぎ
る
と
浄
化

槽
の
機
能
に
支
障
を
き
た
し
、処

理
が
不
十
分
に
な
っ
た
り
、悪
臭

の
原
因
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。毎

年
１
回（
全
ば
っ
気
型
の
浄
化
槽

は
年
２
回
）の
実
施
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。市
町
村
長
の
許

可
を
受
け
た
浄
化
槽
清
掃
業
者
に

委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

法
定
検
査　

水
質
に
関
す
る
調
査

で
す
。浄
化
槽
の
使
用
開
始
後
３

〜
５
カ
月
の
間
に
行
う
７
条
検
査

と
、毎
年
１
回
行
う
11
条
検
査
を

受
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。検
査
は
群
馬
県
環
境
検

査
事
業
団
が
行
い
ま
す
。

※
処
理
対
象
人
数
が
50
人
以
下
の

浄
化
槽
で
、指
定
採
水
員
が
い
る
保

守
点
検
業
者
と
契
約
を
し
て
い
る

場
合
は
、そ
の
業
者
が
現
場
で
の
11

条
検
査
を
代
行
し
て
行
え
ま
す
。

▼
町
内
登
録
業
者

保
守
点
検

㈲
前
橋
環
境
管
理
セ
ン
タ
ー

☎
54
・
７
９
０
０　

㈲
北
群
馬
衛
生
社

☎
54
・
２
７
６
８

清
掃

㈲
渋
川
衛
生
社
☎
22
・
０
９
２
３

㈲
関
東
清
掃
社
☎
22
・
０
２
９
４

㈲
北
群
馬
衛
生
社
☎
54
・
２
７
６
８

▼
問
い
合
わ
せ
先　

上
下
水
道
課 

下
水
道
室　

☎
26
・
２
２
８
４（
直
通
）

法
定
検
査
に
つ
い
て

群
馬
県
環
境
検
査
事
業
団

☎
０
２
７
・
２
８
０
・
５
２
２
２

浄
化
槽
に
つ
い
て

中
部
環
境
事
務
所

☎
０
２
７
・
２
１
９
・
２
０
２
０

浄
化
槽
の
維
持
管
理
を
忘
れ
ず
に

まちの木
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ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
除
却
補
助
金
の
ご
案
内

危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
は
あ
り
ま
せ
ん
か

老
朽
危
険
空
家
除
却
支
援
事
業
に
つ
い
て

空
き
家
を
保
有
す
る
人
へ

まちの鳥

未
評
価
家
屋
な
ど
の
調
査
の
お
知
ら
せ

調
査
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
な
ど
に
よ

る
人
命
被
害
を
減
ら
す
た
め
、危

険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
除
却
費
を
一

部
補
助
し
ま
す
。

※
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
新
た
に
造
る
工

事
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

▼
補
助
対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク

塀
・
工
事

国
、県
、吉
岡
町
が
管
理
す
る
道

路
の
う
ち
緊
急
輸
送
道
路
ま
た
は

指
定
通
学
路
沿
い
に
あ
る
も
の
ブ

ロ
ッ
ク
塀
・
工
事

※
危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
認
定
条
件

が
あ
る
た
め
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
補
助
金
額

１
ｍ
当
た
り
２
万
円
ま
た
は
除
却

費
用
の
３
分
の
２
の
低
い
方（
上

限
20
万
円
）

▼
申
請
期
間

６
月
１
日
㊋
〜
11
月
30
日
㊋

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
、受
け

付
け
を
終
了
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課
都
市
建
設
室

☎
26
・
２
２
７
８（
直
通
）

　

老
朽
化
に
よ
り
倒
壊
な
ど
の
お

そ
れ
の
あ
る
空
き
家
を「
老
朽
危

険
空
家
」と
認
定
し
、除
却
工
事
費

を
補
助
し
ま
す
。

※
対
象
と
な
る
老
朽
危
険
空
家
に

は
必
要
な
条
件
が
あ
り
ま
す
。詳

し
く
は
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
対
象

老
朽
危
険
空
家
を
所
有
す
る
個
人

ま
た
は
そ
の
法
定
相
続
人

　

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な

る
家
屋
で
、未
評
価
の
家
屋
な
ど

の
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、新
築
や
増
築
し

た
家
屋
で
評
価
が
済
ん
で
い
な
い

も
の
や
、一
部
取
り
壊
し
が
行
わ

れ
た
家
屋
な
ど
を
現
地
で
確
認

し
、現
況
の
評
価
額
を
算
定
す
る

た
め
の
も
の
で
す
。

　

調
査
の
際
、調
査
員
が
建
築
年

や
所
有
者
に
つ
い
て
な
ど
、課
税

の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
お
聞
き

し
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い

　

老
朽
化
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
建

築
基
準
法
に
適
さ
な
い
ブ
ロ
ッ
ク

塀
は
、地
震
時
に
倒
壊
す
る
恐
れ

が
あ
り
、大
変
危
険
で
す
。定
期

的
に
点
検
し
、安
全
を
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

　

詳
し
く
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
募
集
戸
数　

３
戸（
定
数
に
な

り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。）

▼
補
助
金
額

除
却
工
事
費
の
５
分
の
４（
上
限

額
50
万
円
）

▼
申
請
期
間（
開
庁
時
時
間
）

６
月
１
日
㊋
〜
９
月
30
日
㊍

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課
都
市
建
設
室

☎
26
・
２
２
７
８（
直
通
）

し
ま
す
。

　

ま
た
、ご
不
在
の
際
に
は
、不
在

票
を
投
函
し
ま
す
。後
日
税
務
室

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
調
査
の
対
象
と
な
る
家
屋
の
例

・
令
和
２
年
以
前
に
新
築
や
増
築

が
な
さ
れ
た
家
屋

・
一
部
取
り
壊
し
や
改
築
が
な
さ

れ
、
床
面
積
な
ど
に
変
更
が
生
じ

た
家
屋　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
会
計
課
税
務
室

☎
26
・
２
２
３
８（
直
通
）

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の

安
全
点
検
を
し
ま
し
ょ
う
！

ク
塀
の

検
を
し
ま
し
ょ
う
！

まちの花

まちの木


